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「児童の見守り」利用について 

  

上丸子小学校では、段階的学校再開に向けて、一人で留守番ができない等、やむを

得ない事情に対応するため「児童の見守り」を設けます。 

つきましては、お手数をお掛けしますが、別紙「申込用紙」の内容をご確認の上、

必要事項にご記入いただき、別紙申込用紙を６月１日の登校時に学校までご提出くだ

さい。また、お申し込みの場合のみ、本日配信のメールのアンケート機能で５月２８

日までにご回答ください。 

 尚、見守りに対応できる職員の人数や場所が限られております。ご理解の上、お申

し込みいただきますようお願い申しあげます。 

 

（家庭保存用）     下記の表の利用予定日に○をつけてください。 

（奇数番号児童） 

 児童の見守り  児童の見守り 

A B A B 

６月 １日（月）   ６月 ８日（月）   

６月 ２日（火）   ６月 ９日（火）   

６月 ３日（水）   ６月１０日（水）   

６月 ４日（木）   ６月１１日（木）  

６月 ５日（金）   ６月１２日（金）  

A：偶数番号下校時刻まで（兄弟と下校する。弁当なし）  

B：下校時刻～１３：００（わくわくプラザを利用する。弁当持参）  

※A：１３時以前の下校は、兄弟での下校の場合のみとします。 

  （例：偶数番号の兄が奇数番号の妹を迎えに来て、一緒に下校する）  

（偶数番号児童） 

 児童の見守り  児童の見守り 

A B A B 

６月 １日（月）   ６月 ８日（月）   

６月 ２日（火）   ６月 ９日（火）   

６月 ３日（水）   ６月１０日（水）   

６月 ４日（木）   ６月１１日（木）  

６月 ５日（金）   ６月１２日（金）  

A：８：３０～登校時刻  

B：下校時刻～１３：００（登校時間以前は利用しない。弁当あり）  

※８：３０～１３：００まで利用する場合は、A、B 共に○をつけてください。  

 

※５月２９日（金）の配信メールにて「児童の見守り」用の携帯番号をお知らせしま

す。「児童の見守り」に関して、予定変更等の連絡がある場合は、当日の朝８時以

降に、そちらの電話番号におかけください。  

 



  

別紙 児童の見守り申込用紙（学校提出用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記の表の利用予定日（A または B）に○をつけてください。 

※６月１１・１２日の「見守り」は一斉登校・下校となるため、１３時までの利用と

なり、弁当持参です。 

 

（奇数番号児童） 

 児童の見守り  児童の見守り 

A B A B 

６月 １日（月）   ６月 ８日（月）   

６月 ２日（火）   ６月 ９日（火）   

６月 ３日（水）   ６月１０日（水）   

６月 ４日（木）   ６月１１日（木）  

６月 ５日（金）   ６月１２日（金）  

 

A：偶数番号下校時刻まで（兄弟と下校する。弁当なし）  

B：下校時刻～１３：００（わくわくプラザを利用する。弁当持参）  

※A：１３時以前の下校は、兄弟での下校の場合のみとします。  

 （例：偶数番号の兄が奇数番号の妹を迎えに来て、一緒に下校する）  

 

（偶数番号児童） 

 児童の見守り  児童の見守り 

A B A B 

６月 １日（月）   ６月 ８日（月）   

６月 ２日（火）   ６月 ９日（火）   

６月 ３日（水）   ６月１０日（水）   

６月 ４日（木）   ６月１１日（木）  

６月 ５日（金）   ６月１２日（金）  

 

A：８：３０～登校時刻  

B：下校時刻～１３：００（登校時刻以前は利用しない。弁当あり）  

※８：３０～１３：００まで利用する場合は、A、B 共に○をつけてください。  

 

 

 

 上丸子小学校      年   組    番（奇数・偶数）  

 

児童名               保護者名           印  

 

緊急時の保護者連絡先①          ②               

 


